
防災行政無線音響調査の実施について
　防災行政無線の更新に際し、屋外スピーカーの音響調

査を、11月6日（火）～9日（金）の 8 : 30～17 : 00にかけ

て実施いたします。

　測定車両が町内を巡回し試験放送を流しますので、ご迷

惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

問 合 せ　生活環境課（内線 241・246）

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の

全国一斉情報伝達試験について
　国（内閣官房・消防庁）による全国瞬時警報システム（Ｊ

アラート）の全国一斉情報伝達試験を、11 月 21 日（水）

午前 11 時から行います。

　これにより、町内一斉に防災行政無線および戸別受信

機から試験放送が流れますので、ご迷惑をおかけします

が、ご理解ご協力をお願いいたします。

　全国瞬時警報システムとは、弾道ミサイル情報、津波

情報、緊急地震速報等、対処に時間的余裕のない事態に

関する情報を、人工衛星を用いて国（内閣官房・気象庁

から消防庁を経由）から送信します。受信した町の防災

行政無線が自動起動することにより、国から緊急情報を

町民に瞬時に伝達するシステムです。

問 合 せ　生活環境課（内線 241・246）

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　夫・パートナーからの暴力やストーカーなど女性をめ

ぐる様々な人権問題に積極的に取り組むことを目的とし

て、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実

施し、悩みを持った女性からの相談に応じます。秘密は

守られますので、安心してご相談ください。

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

期　　間　11月12日（月）～18日（日）までの 7 日間

時　　間　8 : 30～19 : 00（※土・日は10 : 00～17 : 00）

電話番号　☎ 0570－070－810（全国共通ナビダイヤル）

相 談 員　人権擁護委員・法務局職員

問 合 せ　水戸地方法務局人権擁護課　☎ 227 ― 9919

水戸地方法務局証明書交付窓口を

那珂湊支所内で開設しています
　証明書交付サービスを取り扱う窓口をひたちなか市役

所那珂湊支所内で開設していますので、ご利用ください。

場　　所　ひたちなか法務局証明サービスセンター

那珂湊支所 1 階

（ひたちなか市和田町二丁目12番 1 号）

利用時間　【平日】9 : 00～12 : 00　13 : 00～16 : 30

取扱い証明書

〇不動産登記事項証明書

〇商業・法人登記事項証明書（代表者事項証明書を含む）

〇印鑑証明書 （会社法人）

※閉鎖登記簿など電算化されていないものおよび地図

などは交付できません。

手 数 料

〇登記事項証明書（ 1 通600円分の収入印紙）

※ 1 通が50枚を超えるものについては、50枚までごと

に100円分の収入印紙を加算した額になります。

〇印鑑証明書 （ 1 通450円分の収入印紙）

収入印紙　那珂湊支所内で販売しています。

問 合 せ　水戸地方法務局 証明書交付窓口

☎ 222 ― 4833

くらしの困りごと 何でもご相談ください
　生活相談・相続・年金・労働・多重債務・保険など専

任相談員のアドバイス、または専門家・専門機関をご紹

介します。秘密厳守いたします。

時　　間　月～土曜日　10 : 00～18 : 00（日祭日を除く）

電話番号　☎ 0120 ― 786 ― 184（無料）

問 合 せ　ライフサポートいばらき

（一社）茨城県労働者福祉協議会

歯 の 何 で も 電 話 相 談
　ふだん歯医者さんに聞けないこと、入れ歯のこと、子

供さんの歯の悩み、インプラント、矯正、口臭の悩み、

顎関節症、歯周病、ブラッシングの仕方、料金のことな

ど、歯に関する悩みや質問を無料で電話相談いたします。

　匿名で結構ですので、お気軽にお電話ください。茨城

県保険医協会の歯科医師がご相談に応じます。無料相談

ですので、お気軽にお電話ください！

日　　時　11月18日（日）13 : 00～16 : 00

受付番号　☎ 029 － 823 － 7930

問 合 せ　一般社団法人茨城県保険医協会

☎ 029 ― 823 ― 7930

個別的労使紛争のあっせんに係る
無 料 労 働 相 談 会

　解雇、労働条件の引下げなど労働関係のトラブルにお

悩みの方、県労働委員会の労働委員が相談に応じます。

日　　時　11月15日（木）17 : 00～19 : 00（事前予約制）

場　　所　県労働委員会事務局（県庁23階）

※電話相談にも応じます。

問 合 せ　県労働委員会事務局　☎ 301 ― 5563

Ｓマーク（標準営業約款制度）をご存知ですか？
　このマークのある「理容店」「美容店」「クリーニ
ング店」「めん類飲食店」「一般飲食店」は厚生労働
大臣認可の安全・安心なお店です。
Sマーク登録店では

■サービス・メニューについて
　表示しています。
■資格者の氏名を表示しています。
■万が一の事故の場合、賠償す
　るための保険に加入しています。
■業種ごとに定められた様々な
　基準を遵守しています。

　Sマークは消費者の皆様にご利用いただく際の安
全・安心の目印です。登録店には標識が掲出されて
います。
問 合 せ　（公財）茨城県生活衛生営業指導センター

☎ 225 ― 6603
E-mail:ibarakicenter@seiei.or.jp

平成30年10月31日

第1782号

茨城県行政書士会 電話無料相談 毎週木曜日（祝日は除く）☎ 305－3731（13:30～16:30）
・ ・ 身 近 な 暮 ら し の 相 談 ・ ビ ジ ネ ス の 相 談 ・ ・

厚生労働大臣認可


